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令和 年 月 日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 
 

貴関係諸団体に速や に送信い きますよう

よろしく 願いい します  

各都道府県 護保険担当課 室  

各指定都 護保険担当課 室  

各中核 護保険担当課 室 御 中 

← 厚生労働省 老健局振興課 

回の内容 

 

指定居宅 護支援等の事業の人員及び運営に関する 

基準及び指定居宅サービス等の事業の人員 設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を 

改正する省令の公 等について 通知  

計 枚 本紙を除く  

連絡先  TEL : 03-3595-2889 内線 3936 3979

FAX : 03-3503-7894 
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老振発 0605 第 号 

和 月 日 

 都道府県知  

各指定都 長 殿 

 中核 長 

厚生労働省老健局振興課長 

印 省 略  

 

 

指定居宅 護支援等 業 人員及び運営 関 基準及び指定居宅サ ビス等  

業 人員 設備及び運営 関 基準等 一部を改 省 一部を改  

省 等 い 通知  

 

 

成 30 度 護報酬改定 い 指定居宅 護支援等 業 人員及び運営 関

基準 成 11 厚生省 第 38号 を改 し 成 30 月 日 居宅 護支援 業

所 け 管理者 要件を 護支援専門員 主任 護支援専門員 変更し そ

和 月 31日 そ 適用を猶予 経過措置を設け  

そ 社会保 審議会 護給付費 科会 い 居宅 護支援 業所 人 確保

状況 関 議論 行わ 和元 12月 17日 居宅 護支援 業所 管理者要件等

関 審議報告 こ 審議報告を け 和 月 日 指

定居宅 護支援等 業 人員及び運営 関 基準及び指定居宅サ ビス等 業 人

員 設備及び運営 関 基準等 一部を改 省 一部を改 省 和

厚生労働省 第 113号 改 省 いう さ こ あ  

改 省 趣旨及び内容 記 あ 十 御了知 特

区を含 を始 関係者 関係団体等 対し周知さ い  

こ 通知 地方自治法 昭和 22 法 第 67号 第 245条 第 項 規定

基 く技術的 助言 し 発出 あ  

 

 

記 

 

 

第一 改 趣旨 

成 30 度 護報酬改定 い 設け 居宅 護支援 業所 け 管理者要件

い 業所 人 確保 関 状況等を考慮し 和 月 31日 し い

経過措置期間 延長を行う 主任 護支援専門員 確保 著しく困難 あ 等や

を得 い理由 あ 場合 い 主任 護支援専門員を管理者 し い 扱いを可能

所要 改 を行う  
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第  改 内容 

  管理者要件 改 省 第 条   

和 月 日 降 居宅 護支援 業所管理者 者 い 業所 あ

主任 護支援専門員 あ こ  

し う 主任 護支援専門員 確保 著しく困難 あ 等や を得 い

理由 あ 場合 い 管理者を 護支援専門員 扱いを可能  

 和 月 日 降 不測 態 ※ 主任 護支援専門員を管理者

く し 場合 あ 主任 護支援専門員を管理者 く

理由 管理者確保 計 書 添 を保険者 届出 場合 

こ 場合 管理者を主任 護支援専門員 要件 適用を 間猶予

当該地域 他 居宅 護支援 業所 い場合 利用者保護 観点

特 必要 認 場合 保険者 断 こ 猶予期間を延長 こ

こ  

※ 不測 態 い 保険者 い 個 断 こ 想定さ

主 例 次  

本人 死亡 長期療養 健康 問題 発生 

急 退職や転居 等 

 特 地域居宅 護支援加算又 中山間地域等 け 小規模 業所加算を 得

場合 

 

  管理者要件 適用 猶予 改 省 第 条  

   和 月 31 時点 主任 護支援専門員 い者 管理者 あ 居宅 護支援

業所 い 当該管理者 管理者 あ 限 管理者を主任 護支援専門員

要件 適用を 和９ 月 31日 猶予  

 

第  施行期日 

改 省 和 月 日 施行 し 第 条 規定 日

施行  
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管理者確保 計 書 

業所等情報 

 

                                                                         

業者 開設者 

フリガナ  

称  

業所等 称 

フリガナ  

称  

 

．主任 護支援専門員を管理者 こ 困難 あ 理由 

 

※ 当該状況を把握 書類を提出し 替 こ 可  

 

． . 理由 解消さ 見込  

※ 解消 見込 係 計 内容 方法 工程等 時期を可能 限 具体的 記載 こ  

※ 当該状況を把握 書類を提出し 替 こ 可  

 

 

 和     月  日 法 人  

表者              

※ 当該様式及び項目 不測 態 係 理由等 適 届出等を担保 べく標準例 し 提示 あ 当該様式

外 様式等 使用を禁 趣旨 い  

護保険 業所番号            

添 
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○ 指定居宅 護支援等 業 人員及び運営 関 基準 成 11 厚生省 第38号  

 

○指定居宅サ ビス等 業 人員 設備及び運営 関 基準等 一部を改 省 成 30 厚生労働省 第 号  

改  現行 

管理者  

第 条 略  

 前項 規定 管理者 護保険法施行規則 成十一 厚生

省 第 十 号 第百四十条 十 第一号イ⑶ 規定 主任

護支援専門員 こ 項 い 主任 護支援専門員 いう

け い し 主任 護支援専門員 確保 著しく

困難 あ 等や を得 い理由 あ 場合 い 護支援専

門員 主任 護支援専門員を除く を前項 規定 管理者

こ  

 略  

管理者  

第 条 略  

 前項 規定 管理者 護保険法施行規則 成十一 厚生

省 第 十 号 第百四十条 十 第一号イ⑶ 規定 主任

護支援専門員 け い  

 

 

 略  

改  現行 

附 則 

管理者 係 経過措置  

第 条 和九 月 十一日 間 第 条 規定 改

指定居宅 護支援等基準第 条第 項 規定 わ

護支援専門員 護保険法施行規則 成十一 厚生省 第 十

附 則 

管理者 係 経過措置  

第 条 成 十 月 十一日 間 第 条 規定

改 指定居宅 護支援等基準第 条第 項 規定 わ

護支援専門員 護保険法施行規則 成十一 厚生省

参照条文 
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号 第百四十条 十 第一号イ⑶ 規定 主任 護支援専門員

を除く を指定居宅 護支援等基準第 条第一項 規定 管理

者 こ  

 和 四月一日 け 前項 規定 適用 い 前

項中 第 条 あ 和 月 十一日 護保

険法第四十 条第一項 指定を け い 業所 日 い 当

該 業所 け 指定居宅 護支援等基準第 条第一項 規定

管理者 こ 条 い 管理者 いう 護保険

法施行規則 成十一 厚生省 第 十 号 第百四十条 十

第一号イ⑶ 規定 主任 護支援専門員 い 限

い 第 条 護支援専門員 護保険法施行規則

成十一 厚生省 第 十 号 第百四十条 十 第一号イ⑶ 規

定 主任 護支援専門員を除く を指定居宅 護支援等基準第

条第一項 規定 あ 引 続 和 月 十

一日 け 管理者 あ 護支援専門員を  

第 十 号 第百四十条 十 第一号イ⑶ 規定 主任

護支援専門員を除く を指定居宅 護支援等基準第 条第一項

規定 管理者 こ  

新設  


